
 令和６年１１月２９日提出 

 令和６年１２月那須塩原市議会 

 定例会議議案 

 那須塩原市 



 令和６年１２月那須塩原市議会定例会議付議事件 

 議 案 番 号  件　　　　名  主　管 

 議案第１１０号  那須塩原市ゆめみらい応援給付金基金条例の制定について  教育部 

 議案第１１１号  地方  自  治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について  総務部 

 議案第１１２号  刑  法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について  総務部 

 議案第１１３号  那須塩  原  市表彰条例の一部改正について  企画部 

 議案第１１４号  那須  塩  原市図書館条例の一部改正について  教育部 

 議案第１１５号  那須塩原市水道事業の布設工事の監督及び水道技術管理者に関する条例 

 の一部改正について 

 上下水道部 

 議案第１１６号  財産の減額譲渡について  産業観光部 

 議案第１１７号  公  の施  設の指定管理者の指定について  産業観光部 

 議案第１１８号  公の施  設の  指定管理者の指定について  産業観光部 

 議案第１１９号  公  の施設の指定管理者の指定について  建設部 

 議案第１２０号  公の施設の指定管理者の指定について  建設部 

 議案第１２１号  公の施設の指定管理者の指定について  教育部 

 議案第１２２号  公の施設の指定管理者の指定について  教育部 

 議案第１２３号  那須塩原市国土強靭化地域計画の改訂について  総務部 

 議案第１２４号  市道路線の認定及び廃止について  建設部 

 報告第２８号  専決  処  分の報告について〔令和６年度那須塩原市一般会計補正予算（第 

 ６号）〕 

 総務部 

 報告第２９号  専決処  分  の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  建設部 

 報告第３０号  専  決  処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  建設部 

 報告第３１号  専  決  処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  建設部 

 報告第３２号  専決処  分  の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  建  設部 
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 議案　第１１６号 

 財産の減額譲渡について 

 次のとおり財産を減額して譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７ 

 号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　財産の種類 

 土地 

 所在  地目（登記）  地積（㎡） 

 那須塩原市上塩原字上ノ向６０４番４  宅地  ３，３１４．１８ 

 建物 

 所在  名称  構造  延床面積（㎡） 

 那須塩原市上塩原 

 字上ノ向６０４番 

 地４ 

 公衆浴場  鉄骨造合金メッキ鋼板 

 ぶき平家建 

 ５１５．１９ 

 物置  木造合金メッキ鋼板ぶ 

 き平家建 

 ９．９３ 

 ２　鑑定評価額　　２７，１４１，０００円 

 ３　譲渡の相手方　那須塩原市上塩原６７５番地 

 　　　　　　　　　有限会社　冨士屋旅館 

 　　　　　　　　　代表取締役　細井　邦彦 
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 ４　譲渡金額　　　１８，１４１，０００円 

16



17



 議案　第１１８号 

 公の施設の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次 

 のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 指定管理者に管理を行 

 わせる公の施設の名称 
 塩原温泉湯っ歩の里 

 指定管理者となる団体 

 那須塩原市上赤田２３８番地 

 宮沢建設株式会社 

 代表取締役　宮澤　卓也 

 指定の期間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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 議案　第１１９号 

 公の施設の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次 

 のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 指定管理者に管理を行 

 わせる公の施設の名称 
 鳥野目河川公園 

 指定管理者となる団体 

 埼玉県坂戸市大字厚川１２６番地１ 

 特定非営利活動法人Ｎａｔｕｒｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

 理事　赤堀　哲也 

 指定の期間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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 議案　第１２０号 

 公の施設の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次 

 のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 指定管理者に管理を行 

 わせる公の施設の名称 

 黒磯公園 

 那珂川河畔公園 

 東那須野公園 

 山中新田児童公園 

 とようらコミュニティ公園 

 厚崎さわやか広場 

 沓掛二丁目公園 

 前弥六南町公園 

 沓掛三丁目公園 

 方京一丁目公園 

 方京二丁目公園 

 方京三丁目公園 

 大原間西一丁目第一公園 

 大原間西一丁目第二公園 

 いなむらふれあい公園 

 戸田水辺公園 

 沓掛一丁目公園 

 大原間西二丁目公園 

 烏ヶ森公園 

 乃木公園 

 那須開墾社第二農場歴史公園 

 井口公園 

 大山公園 

 南町児童公園 
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 西那須野駅前公園 

 一本杉緑地 

 狩野緑地 

 三小前緑地 

 乃木緑地 

 疏水パーク 

 西朝日町緑地 

 八汐第一公園 

 八汐第二公園 

 今井公園 

 関谷中央公園 

 関谷第一公園 

 関谷第二公園 

 関谷第三公園 

 指定管理者となる団体 

 那須塩原市南郷屋五丁目１６３番地７６５ 

 公益社団法人那須塩原市シルバー人材センター 

 代表理事　坂本　啓一郎 

 指定の期間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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 議案　第１２１号 

 公の施設の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次 

 のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 指定管理者に管理を行 

 わせる公の施設の名称 

 那須塩原市黒磯文化会館 

 那須塩原市三島ホール 

 指定管理者となる団体 

 那須塩原市上厚崎４９０番地 

 公益財団法人那須塩原市文化振興公社 

 代表理事　月井　祐二 

 指定の期間  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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 議案　第１２２号 

 公の施設の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次 

 のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 指定管理者に管理を行 

 わせる公の施設の名称 

 那須塩原市図書館 

 那須塩原市西那須野図書館 

 那須塩原市塩原図書館 

 指定管理者となる団体 

 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

 株式会社図書館流通センター 

 代表取締役　谷一　文子 

 指定の期間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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 議案　第１２３号 

 那須塩原市国土強靭化地域計画の改訂について 

 那須塩原市国土強靭化地域計画を別冊のとおり改訂することについて、那須塩原 

 市議会基本条例（平成２４年那須塩原市条例第１号）第１１条第２号の規定に基づ 

 き、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 報告　第２８号 

 専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 専決処分　第１３号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和６ 

 年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり専決処分する。 

 令和６年１０月　２日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 報告　第２９号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　 

28



 専決処分　第１４号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年１０月　８日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和６年８月３０日、那須塩原市〇〇地内において発生した事故による相手側車 

 両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解する。 

 １　損害賠償額　　　２６，２８１円 

 ２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は４３，８０２円とし、過失割合は市側 

 が６０パーセント、相手側が４０パーセントとする。 

 市は、市責任額２６，２８１円を相手方に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

 異議の申立て、訴訟等を一切しない。 

 ３　相　手　方　　　那須塩原市〇〇 

 〇〇　〇〇 
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 報告　第３０号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　 
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 専決処分　第１５号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年１０月　８日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和６年９月１５日、那須塩原市〇〇地内において発生した事故による相手側 

 車両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解す 

 る。 

 １　損害賠償額　　　４０，６５６円 

 ２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は６７，７６０円とし、過失割合は市側 

 が６０パーセント、相手側が４０パーセントとする。 

 市は、市責任額４０，６５６円を相手方に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

 異議の申立て、訴訟等を一切しない。 

 ３　相　手　方　　　那須塩原市〇〇 

 〇〇　〇〇
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 報告　第３１号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　 
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 専決処分　第１６号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年１０月１７日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和６年９月１６日、那須塩原市〇〇地内において発生した事故による相手側 

 車両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解す 

 る。 

 １　損害賠償額　　　１５，４００円 

 ２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は３０，８００円とし、過失割合は市側 

 が５０パーセント、相手側が５０パーセントとする。 

 市は、市責任額１５，４００円を相手方に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

 異議の申立て、訴訟等を一切しない。 

 ３　相　手　方　　　那須塩原市〇〇 

 〇〇　〇〇
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 報告　第３２号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和６年１１月２９日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　 
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 専決処分　第１７号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年１０月２２日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和６年９月１０日、那須塩原市〇〇地内において発生した事故による相手側 

 車両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解す 

 る。 

 １　損害賠償額　　　４，７３２円 

 ２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は６，７６０円とし、過失割合は市側が 

 ７０パーセント、相手側が３０パーセントとする。 

 市は、市責任額４，７３２円を相手方に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

 異議の申立て、訴訟等を一切しない。 

 ３　相　手　方　　　那須塩原市〇〇 

 〇〇　〇〇
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